
越
事
件
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
２
）

渋
江
抽
斎
の
編
に
よ
る
『
直
舎
伝
記
抄
』
に
は
、
右
以
外
に
も
津
軽
一
粒
金
丹
に
関
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。
そ
の
中
に
は
従
来
の
研
究
で

は
不
詳
で
あ
っ
た
二
、
三
の
重
要
な
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
以
下
に
言
及
し
た
い
。

こ
れ
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
巻
は
、
参
勤
交
代
で
国
許
に
下
っ
た
藩
主
に
追
従
し
た
近
習
医
た
ち
の
宿
直
日
記
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
江
戸

に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
国
許
の
弘
前
で
記
さ
れ
た
日
記
で
あ
る
。

『
直
舎
伝
記
抄
』

い
る
一
冊
で
あ
る
。

１

（
司
ｌ
）
、
Ｉ
ノ

前
報
に
お
い
て
著
者
は
弘
前
藩
の
江
戸
定
府
医
官
浅
越
玄
隆
が
津
軽
一
粒
金
丹
を
無
断
で
販
売
し
、
藩
か
ら
責
任
を
問
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
浅
記く

2

津
軽
一
粒
金
丹
の
研
究

の
中
で
一
粒
金
丹
の
記
事
が
散
見
す
る
の
は
、
現
存
す
る
『
直
舎
伝
記
抄
』
の
六
冊
の
中
で
、
地
に
「
国
」
と
記
さ
れ
て

１
１
『
直
舎
伝
記
抄
』
の
研
究
か
ら
１
１

、
１
ノ

ー
一

／
Ｉ
、

瀧
癖
罐
押
琴
斡
録
壁
一
再
醒
霊
症
号
昭
和
六
十
年
十
月
三
日
受
付

松
木
明

知
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他
に
「
侍
」
と
あ
る
一
巻
は
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
か
ら
始
ま
る
、
同
じ
く
近
習
医
に
よ
る
日
記
で
あ
る
が
、
内
容
を
検
討
し
て
見
る

に
江
戸
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
中
に
は
津
軽
一
粒
金
丹
に
関
連
す
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

津
軽
一
粒
金
丹
の
記
載
が
何
故
「
地
」
の
巻
だ
け
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
は
理
解
に
苦
し
む
所
で
あ
り
改
め
て
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
事

項
で
あ
る
。

一
、
山
上
氏
一
粒
金
丹
御
伝
方
願
願
書
差
出

一
、
御
家
方
一
粒
金
丹
、
私
共
代
々
親
共
迄
御
伝
法
願
之
通
被
仰
付
、
此
度
私
共
茂
御
伝
法
被
仰
付
度
義
願
書
差
出

３
「
地
」
の
巻
に
見
ら
れ
る
最
初
の
記
載
は
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
で
あ
る
。

文
化
十
一
年
三
月
七
日

服
部
道
立

村
井
元
倫

玄
隆

玄
碩

道
立
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一

の
で
あ
る
。

玄
隆
と
あ
る
の
は
、
浅
越
玄
隆
、
玄
碩
は
矢
嶋
玄
碩
、
道
立
は
服
部
道
立
の
こ
と
で
あ
る
。

右
の
三
人
の
近
習
医
た
ち
は
津
軽
一
粒
金
丹
製
法
を
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
各
自
の
後
継
者
達
に
伝
授
し
て
欲
し
い
と
願
書
を
提
出
し
た
も

次
の
記
事
の
山
上
氏
と
あ
る
の
は
山
上
俊
長
の
こ
と
で
あ
る
。

右
の
願
書
提
出
に
対
す
る
当
局
か
ら
の
返
答
は
、
三
月
十
五
日
の
記
事
に
見
え
る
。

右
の
文
面
に
よ
っ
て
、
浅
越
、
矢
嶋
、
服
部
の
三
氏
に
許
可
が
下
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

山
上
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
許
可
さ
れ
た
か
否
か
不
明
で
あ
る
。

一
、
私
共
代
を
一
粒
金
丹
御
伝
法
相
済
来
候
二
付
、
此
度
御
伝
法
被
仰
付
被
下
置
度
義
、
願
之
通
被
仰
付
候
旨
、
奈
良
岡
数
馬
殿
方
以
御
用

状
被
仰
付
、
難
有
仕
含
奉
存
候

○
三
月
十
五
日

服
部
道
立

松
野
道
甫

玄
隆

玄
碩

道
立
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須
川
隆
伯
の
祖
父
も
一
粒
金
丹
の
製
法
を
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
分
に
も
許
可
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
は
却
下
さ
れ
た
が
、
そ
の
理

由
は
、
す
で
に
他
に
許
可
済
染
の
医
師
が
多
く
い
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
粒
金
丹
の
製
法
は
あ
る
一
定
範
囲
の
人
数

に
限
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

翌
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
は
、
津
軽
一
粒
金
丹
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
九
月
二
十
九
日
に
は
、
幕
府
の
土
井
大
炊
頭
よ
り
熊
胆

を
献
上
す
る
よ
う
命
令
が
あ
り
、
翌
十
月
一
日
早
速
江
戸
表
へ
送
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
は
次
の
二
条
の
記
載
が
あ
る
。

一
、
私
儀
一
粒
金
丹
御
伝
法
奉
願
候
所
、
御
伝
法
大
勢
有
之
候
二
付
、
難
被
仰
付
旨
、
楠
美
庄
司
殿
方
被
仰
付
候

一
、
須
川
氏
祖
父
東
伯
老
一
粒
金
丹
御
伝
法
有
之
候
二
付
、
隆
伯
老
金
丹
御
伝
法
被
仰
付
度
義
、
願
書
楠
美
庄
司
殿
へ
差
出

二
月
十
八
日

二
月
十
四
日

矢
島
玄
碩

矢
島
玄
碩

隆
伯

玄
碩
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祖
父
や
親
が
製
法
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
息
子
も
伝
授
が
許
可
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
一
粒
金
丹
は
江
戸
と
国
許
で
あ
る
一
定
の
藩
医
に
の
み
限
っ
て
製
造
販
売
が
許
可
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
必
ず
し
も
世

襲
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
時
代
に
功
績
が
あ
っ
た
と
か
、
藩
の
有
力
者
と
特
別
な
関
係
を
有
し
て
い

た
と
か
で
、
製
法
の
伝
授
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
一
粒
金
丹
の
製
法
は
、
い
つ
も
四
人
と
か
五
人
の
藩
医
に
伝
授
継
承
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
時
代
に
よ
っ
て
異

な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
頃
に
は
そ
の
秘
方
を
伝
え
る
医
者
が
わ
ず
か
松
山
道
円
一
人
と
い
う
深
刻
な
事
態
を
迎
え
た
こ
と
が
あ
っ

た
。

そ
れ
ま
で
三
人
の
藩
医
に
伝
授
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
和
田
、
菊
地
の
二
氏
の
死
亡
に
よ
っ
て
松
山
道
円
の
み
製
法
を
伝
え
る
こ
と
に

な
り
、
道
円
の
身
に
何
か
あ
れ
ば
大
変
な
事
態
に
な
る
の
で
、
も
う
一
人
の
医
者
に
伝
授
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
欲
し
い
と
申
出
が
あ
り
、
そ

の
結
果
、
松
本
玄
可
に
伝
授
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
記
す
『
直
舎
伝
記
抄
』
の
文
政
四
年
（
一
八
三
）
の
記
述
は
甚
だ
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

○
「
要
記
秘
鑑
」
寛
延
三
年
五
月
八
日

松
山
道
円
申
立
候
、
私
儀
先
年
よ
り
一
粒
金
丹
調
合
御
用
被
仰
付
候
、
和
田
玄
春
、
菊
地
道
坤
申
合
相
勤
候
処
、
両
人
共
先
頃
病
死
仕

候
一
一
付
、
右
調
合
御
用
私
壱
人
二
而
、
若
し
病
気
差
合
等
に
而
、
御
用
御
差
障
二
相
成
申
候
、
今
壱
人
江
被
仰
付
度
旨
中
出
松
本
玄
可

可
被
仰
付
候
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も
入
れ
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

文
政
四
年
に
道
陸
を
称
し
て
い
た
の
は
、
抽
斎
の
父
で
あ
る
。

道
陸
は
す
で
に
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
四
月
に
近
習
詰
、
同
十
二
年
三
月
に
近
習
医
と
な
っ
て
お
り
、
文
化
十
一
年
に
は
一
粒
金
丹
の
伝

授
を
許
可
さ
れ
て
い
た
。
隠
居
し
た
の
は
、
文
政
五
年
（
一
八
三
一
）
八
月
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
は
、
隠
居
前
で
あ
り
、
当
然
一
粒
金
丹
を
製
造
し
て
販
売
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

（
３
）

．
粒
金
丹
試
功
書
」
と
あ
る
か
ら
、
著
者
が
以
前
紹
介
し
た
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
発
行
の
和
田
玄
春
の
試
功
書
に
類
似
し
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
試
功
書
を
各
自
が
名
前
入
り
で
印
刷
し
、
公
印
を
押
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
公
印
を

欠
く
と
私
製
と
見
倣
さ
れ
、
既
報
し
た
浅
越
事
件
の
よ
う
に
大
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

試
功
害
は
一
枚
刷
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
宣
伝
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
前
に
報
告
し
た
一
粒
金
丹
の
薬
袋
の
中
に

次
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
記
事
も
重
要
で
あ
る
。

一
、
渋
江
道
陸
方
一
粒
金
丹
試
功
書
六
百
枚
御
印
願
申
来
候
間
、
右
願
書
西
館
宇
膳
殿
へ
差
出
申
候

○
九
月
二
日

○
十
二
月
四
日

小
嶋
杏
栄

井
上
隆
意

上
原
元
周
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こ
れ
に
よ
っ
て
一
粒
金
丹
の
製
造
を
許
可
さ
れ
て
い
た
の
は
、
天
保
初
年
に
は
、
国
許
の
弘
前
で
は
手
塚
春
亮
な
ど
五
名
、
江
戸
で
は
矢
島

玄
碩
な
ど
四
名
の
合
計
九
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

渋
江
抽
斎
が
、
一
粒
金
丹
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
た
の
は
、
文
政
五
年
（
一
八
一
三
）
八
月
十
五
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
親
道
陸
が
同
年
八

月
一
日
に
隠
居
し
、
そ
の
跡
を
抽
斎
が
継
い
だ
た
め
で
あ
る
。

文
政
五
年
は
、
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
生
ま
れ
の
抽
斎
が
十
七
歳
の
時
で
あ
り
、
表
医
者
に
な
っ
た
ば
か
り
の
時
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
抽

斎
で
も
ま
だ
十
分
な
実
力
の
な
い
時
で
あ
り
、
一
粒
金
丹
伝
授
の
蔭
に
は
、
藩
医
の
中
で
も
有
力
で
あ
っ
た
親
道
陸
の
影
響
を
否
定
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
単
に
学
識
、
す
ぐ
れ
た
技
術
を
有
し
て
い
た
か
ら
伝
授
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
他
に
多

く
の
因
子
が
か
ら
ん
で
漸
く
藩
か
ら
伝
授
の
許
可
が
下
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
直
舎
伝
記
抄
』
中
、
披
見
さ
れ
る
一
粒
金
丹
に
つ
い
て
の
最
後
の
記
録
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
条
に
あ
る
。

一
、
一
粒
金
丹
御
伝
法
相
済
調
合
候
族
名
前
書
出
候
様
、
御
側
役
申
聞
候
間
、
夫
ミ
及
通
用
候
所
左
元
通
由
来
、

江
戸
矢
島
玄
碩
、
小
野
道
暎
、
湯
浅
養
仙
、
渋
江
道
純

御
国
、
手
塚
春
亮
、
広
瀬
養
甫
、
伊
東
春
昌
、
菊
地
玄
屯
、
和
田
友
輔

右
之
通
書
出
申
候

以
上
五
人

以
上
四
人
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右
の
矢
嶋
秀
碩
は
、
代
を
弘
前
藩
医
の
定
府
医
官
を
勤
め
た
矢
嶋
家
の
第
五
代
で
、
四
代
玄
碩
の
実
子
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
天
保

四
年
（
一
八
三
三
）
の
記
載
で
は
、
一
粒
金
丹
の
製
造
を
許
さ
れ
た
江
戸
の
医
師
四
人
の
中
に
玄
碩
の
名
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
玄
碩
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
六
月
二
十
三
日
に
国
許
の
弘
前
で
病
死
し
た
た
め
、
十
月
朔
日
に
家
督
相
続
が
行
わ
れ
、
同
時
に
一

粒
金
丹
の
秘
法
の
伝
授
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

翌
十
月
二
日
の
条
に
は
、
伝
授
に
関
す
る
書
類
上
の
改
定
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
是
迄
一
粒
金
丹
御
伝
法
願
之
義
、
親
御
伝
法
相
済
居
候
へ
〈
、
家
督
之
節
、
当
人
方
願
出
来
候
得
共
、
以
来
同
役
御
役
名
二
而
、
伺
書

差
出
候
様
、
尤
文
言
者
、
何
某
病
死
二
付
、
御
伝
法
唯
江
可
被
仰
付
哉
、
此
段
奉
伺
候
ト
相
認
候
様
被
仰
付
候
旨
、
御
側
役
豊
嶋
九
十

一
、
同
人
一
粒
金
丹
御
法
後
伝
授
被
仰
付
候
旨
笠
原
近
江
殿
方
御
用
状
到
来

一
、
矢
島
秀
碩
御
用
召
之
処
、
家
督
無
相
違
被
下
置
候

十
月
二
日

十
月
朔
日

渋
江
道
純

小
嶋
元
代
山

小
嶋
杏
栄
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一

右
の
文
は
、
従
来
、
一
粒
金
丹
の
伝
授
を
受
け
て
い
た
親
が
死
亡
し
、
子
が
家
督
相
続
し
た
際
、
ほ
ぼ
半
自
動
的
に
子
に
も
伝
法
が
許
可
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
、
第
三
者
か
ら
申
請
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
改
め
る
こ
と
を
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、

い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

一
般
的
に
は
、
世
襲
的
に
、
代
々
伝
授
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
っ
て
、
新
規
に
伝
授
を
許
可
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

伝
法
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Edoperiod.Heeditedsixbooksnamed"Chokusha-denki-sho"whichwereexerptsfi､omtheon-duty
diaryofthephysiciansofTsugarufeudalclaninEdo.

Thereasonwhyheeditedthesevolumesisstillunknowntous,however,itisstonglysuspected

thathemighthavebeenplaningtowriteamedicalhistoryrelatedtotheTsugarufbudalclan.

Severalimportantdescxiptionsregardingthepillsarefbundinthediary・Inthesedescriptions,it

isclarifiedthatonlyfivephysiciansinEdoandfburphysiciansinHirosakiwerepermittedtoproduce
Tsugaru-Ichiryu-KintanintheTsugaruclaninl883.

Asthereweresomeexceptions,thesecretmethodofmakingthepillswastaughtbyheredity.

ItisnotyetclearwhenTsugaru-Ichiryu-Kintanwasproducedfbrthefirsttimeorhowmany
pillswereproducedinayear.
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